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ジェネリック医薬品を使っていますか？ジェネリック医薬品を使っていますか？

10月１日から国民健康保険被保険者証が変わります

こんなときは手続きが必要です

マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みはお済みですか？

　ジェネリック医薬品(後発薬)とは、最初に開発された薬(新薬)の特許が切れた後に作られた薬の
ことです。開発のためのコストが低く抑えられるため、新薬に比べて安いことが多く、経済的負
担が軽減されます。また、効き目や安全性などは新薬と同等であることが厚生労働省に認められ
ています。まずは、医師や薬剤師にご相談の上、ぜひジェネリック医薬品を活用してください。

　現在使っている国民健康保険被保険者証(以下、
保険証という)の有効期限は、９月30日です。10月
１日からの新しい保険証は、９月中旬に世帯主宛て
に簡易書留郵便で郵送します。被保険者が４人以上
の場合は、複数の封筒で送付します。旧保険証は、
10月１日以降に各自で処分してください。
　なお、10月２日以降で１年以内に75歳到達によ

り後期高齢者医療制度の被保険者となる人は、有効
期限が９月30日で
はない場合がありま
す。その場合は有効
期限までに後期高齢
者医療被保険者証が
届きます。

　次のような場合は、保険医療助成課または各総合支
所市民福祉課(市民課)、各出張所(アストプラザオフィ
ス、久居総合支所市民課時間外証明書発行等窓口、久
居アルスプラザ内市民サービスコーナーを除く)で手続
きをしてください。

▼職場の健康保険に加入したとき(被扶養者も同様)
国民健康保険資格喪失手続きに必要なもの 
・健康保険の保険証(対象者全員分)
・津市国民健康保険の保険証(対象者全員分)　
・マイナンバーカード、またはマイナンバーが分か
るものと本人確認できるもの

▼保険証を破損や紛失したとき
再交付に必要なもの　マイナンバーカード、または
マイナンバーが分かるものと本人確認できるもの

▼交通事故などで国民健康保険を使うとき
　第三者の行為によるけがの治療に国民健康保険を
使う場合は、保険者(津市)が加害者に代わって一時
的に医療費を支払い、後で加害者へ請求することに
なりますので、必ず届け出を行ってください。
　自損事故の場合でも届け出が必要です。ただし、
飲酒運転や無免許運転など悪質な法令違反の場合
は、給付対象にはなりません。

早期発見！ＣＫＤ(慢性腎臓病)の重症化を防ごう！

ＣＫＤの指標

腎臓の働き
・尿を作る…体内の血液をろ過して老廃物を尿として体外へ排出します。
・電解質(イオン)の調整…電解質バランスを調整します。
・血圧の調整…塩分と水分の排せつ量をコントロールして血圧を調整します。
・造血ホルモンの分泌…骨髄に赤血球を作らせます。
・骨形成のサポート…カルシウムの吸収に必要な活性型ビタミンDを生成します。

健康診査を定期的に受診して、ＣＫＤの重症化を防ぎましょう
　特に自覚症状がなくても、健康診査を受けることで、体の中の変化を早く知ることがで
きます。健康診査は受けてからが大切です。自身の健診結果を見て、基準値を外れていな
いか、もう少しで基準を外れそうな検査値がないかチェックしてみましょう。
　ＣＫＤの指標となる尿タンパクやｅＧＦＲを確認して自身の健康管理に役立てましょう。

ＣＫＤにならないために
・糖尿病や高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症などの生活習慣病の治
療を適切に開始し、中断しないようにしましょう。

・適正な体重を維持しましょう。
・過度の塩分摂取や大量飲酒、喫煙、鎮痛薬等の常用などＣＫＤを引
き起こす生活習慣を是正しましょう。

※日本腎臓学会「生活習慣病からの新規透析導入患者の減少に向けた提言」より

腎機能が低下すると… 放置すると…
ＣＫＤ 腎不全

初期は自覚症状なし 脳卒中、心筋梗塞、
心不全などの原因にも

尿タンパク (－) (±) (＋)以上

正常 要保健指導 要受診

自身の対応

健診の結果

ｅＧＦＲ
(mL/分/1.73㎡)

60以上 45未満

特に問題がなくても、過去の
データから変化がないか確認
しましょう。

生活習慣を見直し、尿潜血の
合併や糖尿病、高血圧症、脂
質異常症、高尿酸血症に気を
付けましょう。

すぐに医療機関を受診しま
しょう。

腎臓

　マイナンバーカードを健康保険証として利用する
には、マイナポータルでの申し込みが必要です。ス
マートフォンやＩＣカードリーダー付きパソコンを
使うか、セブン銀行のＡＴＭから申し込むことがで
きます。一度利用申し込みをすると、健康保険の更
新・変更をしても再度申し込む必要はありません。
ただし、保険者や世帯主の変更などがあった時は、

これまでどおり保険者(津市)への
届け出が必要です。
　対応している医療機関・薬局に
は、「マイナ受付」のステッカー
やポスターが貼られています。利
用申し込みが済んでいても、未対応の医療機関など
では引き続き保険証等が必要です。

　ＣＫＤ(慢性腎臓病)とは、腎臓の働きが健康な状態から低下、あるいはタンパク尿が出る
といった腎臓の働きに問題のある状態が続くことをいい、放置したままにしておくと、末期
腎不全となり、人工透析や腎移植が必要になってしまいます。ＣＫＤは日本人の約８人に１
人がかかるといわれていますが、重症化するまで自覚症状がなく、発見が遅れることが多い
病気です。

令和６年秋以降は、保険証とマイナンバーカードが一体化されます
　令和６年秋に予定される保険証の廃止後、医療機
関等で診療を受けようとするときは、マイナンバー
カードによるオンライン資格確認を受けることが基
本となります。ただし、経過措置により、その時点
でお手元にある有効な保険証は、廃止日から最長１
年間(保険証の有効期限が先に到来する場合はその
有効期限まで)使用することができます。
　また、オンライン資格確認を受けることができな

い状況にある人が診療を受けられるよう、加入して
いる健康保険の保険者に申請することで、被保険者
資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償で
交付されます。「資格確認書」を医療機関等の窓口
で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で診
療を受けることができます。
　詳しくは、国のマイナンバーカード総合フリーダ
イヤル(t0120ー95ー0178)にお問い合わせください。

45以上60未満

ＣＫＤ(慢性腎臓病)を知ろう

記号番号 (枝番)

被保険者氏名
生年月日
適用開始年月日
世帯主氏名　　　  津市　太郎
世帯主住所　　　  三重県津市西丸之内23番1号

三重県国民健康保険
被 保 険 者 証

保険者番号
交付者名　　　　  三重県津市

1234567 01

津市　太郎
ツ シ    タロウ

240010

平成　　　年　　  月　　  日28
昭和　　　年　　  月　　  日　　性別　男17 110

7 21みほん

有効期限　　令和　６　年　　９月　３０日
交付年月日　令和　５　年　１０月　　１日


